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（
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
）

第
三
十
二
条

身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、「
規
定
す
る
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
規
定
す
る
放
送
を

い
う
」
に
改
め
、「
及
び
有
線
放
送
（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
号
の
五
」
を
「
第

二
条
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
放
送
又
は
有
線
放
送
の
」
を
削
る
。

（
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
号
の
五
」
を
「
第
二
条
第
十
八
号
」
に
、「
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
工
衛
星
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
」
を
「
同
条
第
二
号
に

規
定
す
る
基
幹
放
送
（
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
を
除
く
。）で
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
電
波
法
」
の
下
に「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）」を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
、「
第
二
条
第
二
号
の
五
」
を
「
第
二
条

第
十
八
号
」
に
、「
無
線
局
に
よ
り
」
を
「
無
線
局
を
用
い
て
」
に
改
め
る
。

（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
十
九
」
の
下
に「（
同
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。）」を
、

「
及
び
第
三
項
」
の
下
に「（
第
一
号
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
放
送
大
学
学
園
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
放
送
等
」
を
「
放
送
」
に
改
め
、「
放
送
及
び
」
を
削
り
、「
第
二
条
第
三
号
の
五
」
を
「
第
二

条
第
一
号
」
に
、「
委
託
放
送
業
務
」
を
「
放
送
（
同
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。）」
に
改
め
る
。

第
三
条
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
中
「
放
送
等
」
を
「
放
送
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
放
送
等
」
を
「
放
送
」
に
改
め
る
。

（
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
九
条
中
「
第
三
十
八
条
の
二
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
三
号
の
二
」
を
「
第
二
条
第
二
十
六
号
」に
改
め
、「
そ
の
他
の
放
送（
公
衆
に
よ
っ

て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
事
業
を
行

う
者
」
を
削
る
。

第
百
五
十
六
条
中
「
第
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
三
条
の
表
第
七
条
第
二
項
の
項
を
削
る
。

（
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の

防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
百
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
民
投
票
に
関
す
る
放
送
に
つ
い
て
の
留
意
）

第
百
四
条

放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
放

送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
第
百
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。）は
、
国
民
投
票
に
関
す
る
放
送
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
趣
旨
に
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

第
百
五
条
中
「
一
般
放
送
事
業
者
等
」
を
「
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
第
一
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る

基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
を
除
く
。第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）」

に
、「
放
送
法
第
二
条
第
二
号
の
三
」
を
「
同
条
第
十
六
号
」
に
、「
同
条
第
二
号
の
五
」
を
「
同
条
第
十
八
号
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
八
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
業
務
区
域
の
拡
張
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
五
十
七
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
許
可
又
は
業
務
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
区
域
」
と
、「
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法

律
」
と
あ
る
の
は
「
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
七
条
（
有

線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
同
法
附
則
第
二
条
（
法
律
の
廃
止
）の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
」と
、「
第

三
条
（
業
務
の
許
可
）
の
有
線
放
送
電
話
業
務
の
許
可
又
は
同
法
第
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は「
第
五
条
第
二
項
」

と
す
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
第
十
四
条
第

三
項
第
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
放
送
を
受
信
し
て
自
動
公
衆
送
信
を
行
う
者
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
自
動
公
衆
送
信
に
係
る
送
信
可
能
化
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
及
び
第
百
三
条
中
「
第
九
十
九
条
の
二
」
を
「
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。

（
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
電
気
通
信
役
務
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
を
い
う
」
を
「
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
い
、
電
気
通
信
事
業
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
を
い
う
。）を
営
む
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
除
く
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
」

を
「
有
線
電
気
通
信
設
備
」
に
改
め
る
。
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